
『観天望気』 

 

「観天望気（かんてんぼうき）」という言葉を知っているでしょうか。これは、空の様子を観察し、雲の種類

や動き、風の向き、生き物の行動などから天気を予測するという、昔ながらの知恵です。まだ気象衛星や天

気予報がなかった時代、農民や漁師など、自然と向き合って暮らす人々にとっては、まさに大切な技術でし

た。例えば、「夕焼けの翌日は晴れ、朝焼けは雨」という言い伝えは今でも耳にすることがあります。他にも、

「燕が低く飛ぶと天気は下り坂」「山の霧が上にのぼっていくなら晴れ」など、自然の変化を読み取る方法

は数多くあります。これらの観察には、今では科学的な根拠があることもわかってきました。昔の人々の経験

と知恵が、現在の科学とつながっていることに、あらためて感心させられます。 

そして、最近の天気予報は、驚くほど正確になってきました。テレビやスマートフォンでは、時間ごとの予報

だけでなく服装のアドバイスまでしてくれます。吹田市では何時頃から雨が降るかなどピンポイントで知るこ

ともできるようになりました。これは、膨大な気象観測データと過去の統計をスーパーコンピュータが解析し

て導き出しているそうです。しかし、最終的な予報の決定には、気象予報士の「経験と感覚」が欠かせないと

も言われています。予報士の方々は、実際に外に出て、風の匂いや雲の流れ、気温や湿度、生き物の様子な

どを五感で感じ取りながら、予報を仕上げているそうです。 

AIやテクノロジーが進化しても、人間の五感による観察や判断は、やはり大切です。自然をよく見つめ、感

じる力を育てることは、私たちの生活に深い豊かさをもたらしてくれます。皆さんには、ぜひ日々の生活の中

で、空を見上げたり、風を感じたり、季節の移ろいに目を向けたりしてほしいと思います。そうした小さな気づ

きが、感性を磨き、思いやりや創造力につながっていくのだと信じています。 

１１月は、秋の深まり、静けさと落ち着きが感じられる季節です。木々の葉の色づき、朝夕の冷え込みも増し

てきました。また、六中祭や体育大会の大きな行事を通して、仲間と協力し、互いを認め合いながら多くの学

びと感動がありました。今月は、そうした経験を振り返り、さまざまな気づきを得ながら、日々の学習や生活に

じっくりと向き合う時間を大切にしてもらいたいです。 

校長  橋本  道信 

学校教育目標 『命を大切にし、たくましく生きる心豊かな生徒の育成』 
○進んで学ぼう  ○強い体力をつくろう  ○礼儀を守り、責任をもとう 

＜今年度の研究目標＞ 
「表現力をつける～子どもが表現できる授業づくり～」 
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【今後の予定】 ※あくまで現段階での予定です。変更があることをご了承ください。 

【１１月の行事予定】 【１２月の行事予定】 

３日（祝） 文化の日 

５日（水） 地域あいさつ運動 

          クラス討議 

          大阪 880万人訓練、Jアラート 

６日（木） オープンスクール（学校公開日）① 

７日（金） オープンスクール（学校公開日）② 

          情報リテラシー講習（全学年：４時間目） 

歯科保健指導（１年生：５時間目） 

          AED講習（２年生：5,6時間目） 

１０日（月） アルバム・進路用個人写真（３年生） 

１２日（水） Jアラート 

１４日（金） 生徒総会 

１９日（水） 期末テスト① 

２０日（木） 期末テスト② 

２１日（金） 期末テスト③ 

２２日（土） 六中フェスタ 

２４日（月） 振替休日 

２５日（火） 学校徴収金（第４期）口座振替日 

２７日（木） 校外学習（２年生） 

 １日（月） 薬物乱用防止教室（１年生：５時間目） 

 ３日（水） 人権講演会（３年生：６時間目） 

 ５日（金） 人権講演会 

（２年生：５時間目、１年生：６時間目） 

１５日（月） 学校徴収金（第４期）再振替日 

１６日（火） 個人懇談（全学年 45×4） 

１７日（水） 個人懇談（全学年 45×4） 

１８日（木） 個人懇談（全学年 45×4） 

１９日（金） 個人懇談（全学年 45×4） 

２２日（月） 個人懇談（全学年 45×4） 

２３日（火）大掃除 

２４日（水）終業式 

 

 

 
【体育大会の振り返り】 
  １０月１７日（金）に第５７回体育大会がおこなわれました。 
  体育大会の１日を振り返って、皆さんの心の中には何が残っていますか？ 

自分が出場する競技や、クラスの仲間が出場した競技の場面でしょうか？係りの仕事の場面でしょうか？各部門
結果発表の場面という人もいるでしょう。それぞれ大切な思い出にしてください。 
この後が重要です。この体育大会を通して学んだことを、いつかどこかで自分自身の行動や判断を後押しし
てくれるものにしていかなくてはいけません。行事のもう一つの目的です。これからの六中生の成長を見せてくだ
さいね！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保護者・地域とともに 

【ＨＰ用ＱＲコード】 

９月、１０月で六中祭、体育大会と大きな学校行事が終わりました。１年もあと半分で終わろうとしています。 

今年の体育大会では、天候が悪く延期という形で翌日行われましたが、変わらずよく頑張ってくれました。み 

なさん、体育大会はどうでしたか？勝敗だけでなく、仲間と協力して協議をする楽しさや達成感、競技だけで 

なく、演技（行進やラジオ体操など）を頑張ろう！という雰囲気の一体感や、それぞれの係の仕事から自己有 

用感を感じられる体育大会だったでしょうか。競技スポーツをしたら、必ず「勝ち」「負け」がついてきます。 

勝ったらもちろん嬉しいし、その分達成感も大きく感じられます。負けてしまっても、そこから学ぶことはたくさん 

あります。その悔しさがバネになって、同じような場面になったとき、その反省を活かすことできることでしょう。 

これからも、みなさんは「勝ち」や「負け」の競技スポーツなどを経験していきます。優勝は一握りだけです。負 

けてしまったときに、これからどうするのか。そこで終わってしまわずに目標をもって頑張ってほしいと思います。 

                                                                      首席 久松 真由子 

『人権』を考えるときに 

大切なことって何だろう？ 

毎年 12月４日から 10日 

までが【人権週間】だね。 

この機会に考えてみようかな。 



【こんな表彰を受けました！六中生、スゴイ！！】 

・米沢富美子こども科学賞・第３９回吹田市子ども科学作品展 

  科学奨励賞 ： ２年２組 河内
こ う ち

 香穏
か の ん

さん 『葉の撥水性について』 

・第３６回伊藤園お～い お茶 新俳句大賞  

団体応募賞 ： 吹田市立第六中学校 

  佳作特別賞 ： ３年２組 森
もり

  春樹
は る き

さん  『時間とは心をいやす傷薬』 

        佳作 ： ２年５組 加藤
か と う

 陽
はる

希
き

さん  『天体は年中無休初日の出』 

 
【人権週間】 
  昭和 23年（1948年）１２月１０日、国際連合第３回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共
通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。 
これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題を、自分以外の「誰か」のことではなく、自分の
こととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認識を深めることが不可欠です。 

（法務省 HP より一部抜粋） 

  R６年度１１月、１２月の学校だよりにも『人権』についての文章を 

載せました。覚えていますか？“多様性”、“スズメの安心材料”について 

話です。“多様性”の話では、自分自身も含め、これから出会い、協働し 

ていく人たちにはいろいろな背景があること、それを認めることを伝えま 

した。“スズメの安心材料”の話では、不安が大きいと自分を表現できな 

くなる可能が高まるから、安心・安全を確保しようという話でした。 

  R７年度の第六中学校はどんな様子でしょうか？あなたや仲間は安心 

して学校生活を送れていますか？来月１２月３日（水）・５日（金）に人権 

講話を聞く機会があります。その機会を大切にして、自分の周りにあるい 

ろいろな『人権』について考えを深めるきっかけにしてください。 

 

 
【自転車の交通違反に交通反則通告制度が適用】 
  右側のチラシにもあるように令和８年４月１日から自転車の交通違反に交通反則通告制度が適用されます。 

調べてみると合計で１１３種類の違反行為を反則金の対象とするとのことです。 
私も自動車・バイク・自転車を運転しますが、よく見る危険な場面を紹介すると、 
 
・信号無視 
・車道の右側通行 
・歩道通行（違法な歩道走行） 
・一時不停止 
・傘さし運転 
・横並びでの走行 
・２人乗り（ひどい場合は３人乗り） 

・ながら運転（特にスマホを見ながらの運転） 
 

  上記のものが違反行為となっていく可能性があり、その他の危険な行為も対象となっていくと考えられます

（令和７年１０月時点では案）。意識の向上と、運転時の行動再確認のために、自分でも調べてみてください。 

今回の交通反則通告制度が適用される年齢は、『１６歳以上』なので、中学生には適用されないものにはなりま

す。ただ、考えなくてはいけないのは“これらの行為が、自分以外の人の安全や安心を脅かしている”ということ。 

怒られるから、反則金の対象になるからという判断基準ではいけません。この行為が周囲にどのような影響を与

えてしまうのか、自分自身にどんな影響が出るのかを考えて判断することが大切です。 

まずは第六中学校区から、地域の安全や安心を作っていきましょう！！ 

 


